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中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
先
端
設
備
等
導
入
関
係
）

（
先
端
設
備
等
の
要
件
）

第
七
条

法
第
二
条
第
十
四
項
の
迅
速
に
導
入
す
る
こ
と
が
中
小
企
業
者
の
生
産
性
の
向
上
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
設
備
等
は
、
直
接
商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の

表
に
掲
げ
る
指
定
設
備
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

指
定
設
備

減
価
償
却
資
産
の
種
類

対
象
と
な
る
も
の
の
用
途
又
は
細
目

機
械
及
び
装
置

全
て
の
指
定
設
備

器
具
及
び
備
品

全
て
の
指
定
設
備

工
具

測
定
工
具
及
び
検
査
工
具
（
電
気
又
は
電
子
を
利
用
す
る
も
の
を
含
む
。
）

建
物
附
属
設
備

全
て
の
指
定
設
備

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

全
て
の
指
定
設
備
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２

前
項
の
設
備
等
の
う
ち
、
中
小
企
業
者
の
生
産
性
の
向
上
に
特
に
不
可
欠
な
設
備
等
は
、
事
業
者
が
策
定
し
た
投
資
計
画

（
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
投
資
計
画
に
お
け
る
年
平
均
の
投
資
利
益
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
す
る
。

各
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
営
業
利
益
と
減
価
償
却
費
の
合
計
額
（
設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
三
箇
年
度

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
平
均
し
た
額÷

設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度
に
お
け
る
そ
の
取
得
等
を
す
る
設
備
の
取
得
価

額
の
合
計
額

（
導
入
促
進
基
本
計
画
の
協
議
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
導
入
促
進
基
本
計
画
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
市
町
村
の
長
は
、
様
式

第
二
十
に
よ
る
協
議
書
を
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
導
入
促
進
基
本
計
画
の
変
更
の
協
議
）

第
二
十
四
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
導
入
促
進
基
本
計
画
の
変
更
に
係
る
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
市
町
村
の
長



- 3 -

は
、
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
変
更
協
議
書
を
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者

は
、
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
同
項
に
規
定
す
る
特
定
市
町
村
の
長
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
（
第
五
項
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
実
施
に
よ
り
当
該
計
画

の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
中
小
企
業
者
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同

項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
特
定
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
限

る
。
）
又
は
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
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十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
条
の
五
の
四
第
五
項
第
八
号
又
は
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
五
項
第
九
号
に
規
定
す
る

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
」
と
い
う
。

）
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
一
・
五
以
上
と
な
る
方
針
を
当
該
先
端

設
備
等
導
入
計
画
に
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
従
業
員
に
表
明
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

特
定
市
町
村
の
長
は
、
申
請
書
及
び
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
書
類
の
ほ
か
、
基
本
方
針
及
び
同
意
導
入
促
進
基
本
計
画

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
二
十
六
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
中
小

企
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
特
定
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
先
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端
設
備
等
導
入
に
係
る
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

申
請
書
に
は
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
実
施
に
よ
り
当
該
計
画
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
中
小
企
業
者
が
取
得
す
る
先
端
設
備
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
変
更
後
の
先
端
設
備
等

が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
特
定
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
変
更
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
限
る
。
）
又
は
当
該
変
更
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
か
ら
当
該
変
更

の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
比
較
雇
用
者

給
与
等
支
給
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
の
当
該
比
較
雇
用
者
給
与
等
支
給
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
一
・
五
以

上
と
な
る
方
針
を
当
該
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
従
業
員
に
表
明
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
規
則
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
施
行
日
以
後
に
法
第
五
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
い
う
。
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
先
端
設
備
等
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

２

施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
又
は
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
前
に
さ
れ
た
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
法
第
五
十
三
条
第
一

項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


